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(57)【要約】
【課題】歩留まりの向上とスループットの向上の双方に
適したショットレイアウトの決定技術を提供する。
【解決手段】原版のパターンを基板に投影して該基板を
露光する露光装置は、露光すべき基板の表面形状を示す
表面形状データに基づいてショットレイアウトを決定す
るレイアウト決定部（ステップ２１３）と、該レイアウ
ト決定部によって決定されたショットレイアウトに従っ
て基板を露光する露光部とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原版のパターンを基板に投影して該基板を露光する露光装置であって、
　露光すべき基板の表面形状を示す表面形状データに基づいてショットレイアウトを決定
するレイアウト決定部と、
　前記レイアウト決定部によって決定されたショットレイアウトに従って基板を露光する
露光部と、
　を備えることを特徴とする露光装置。
【請求項２】
　前記レイアウト決定部は、予め定められた複数のショットレイアウトの候補の中から、
前記表面形状データに基づいて、１つのショットレイアウトを選択する、ことを特徴とす
る請求項１に記載の露光装置。
【請求項３】
　前記レイアウト決定部は、予め定められた複数のショットレイアウトにおけるショット
領域を該ショット領域より小さいショット領域に分割することにより新たなショットレイ
アウトを生成する、ことを特徴とする請求項１に記載の露光装置。
【請求項４】
　前記レイアウト決定部は、露光すべき個々の基板に対してショットレイアウトを個別に
決定する、ことを特徴とする請求項１に記載の露光装置。
【請求項５】
　露光すべき基板の表面形状を示す表面形状を計測して表面形状データを生成する計測器
を更に備え、前記レイアウト決定部は、前記計測器によって得られた表面形状データに基
づいてショットレイアウトを決定する、ことを特徴とする請求項１に記載の露光装置。
【請求項６】
　原版のパターンを基板に投影して該基板を露光する露光装置において露光の際に使用さ
れるショットレイアウトを決定する情報処理装置であって、
　露光すべき基板の表面形状を示す表面形状データに基づいてショットレイアウトを決定
するレイアウト決定部を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項７】
　前記レイアウト決定部は、予め定められた複数のショットレイアウトの候補の中から、
前記表面形状データに基づいて、１つのショットレイアウトを選択する、ことを特徴とす
る請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記レイアウト決定部は、予め定められた複数のショットレイアウトにおけるショット
領域を該ショット領域より小さいショット領域に分割することにより新たなショットレイ
アウトを生成する、ことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　デバイス製造方法であって、
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の露光装置を用いて基板を露光する工程と、
　該基板を現像する工程と、
　を含むことを特徴とするデバイス製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原版のパターンを基板に投影して該基板を露光する露光装置、露光装置にお
いて露光の際に使用されるショットレイアウトを決定する情報処理装置、該露光装置を用
いてデバイスを製造するデバイス製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の回路パターンの微細化及び高密度化の要請から、半導体デバイスを製造するため
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の投影露光装置には、原版（マスク又はレチクルと呼ばれうる）に形成された回路パター
ンを基板（例えばウエハ）により高い解像力で投影することが要求されている。一方で、
高い生産性を得る為に、単位時間あたりに処理可能な基板の枚数で表されうる処理性能（
スループット）の向上も求められている。半導体製造装置にとって精度とスループットは
一般に相反する性能であり、精度を上げる為に多くの計測を行うとスループットが低下し
うる。精度を保ちながらスループットを向上させる技術として、次のような手法がある。
【０００３】
　第１の手法は、計測に用いるサンプルとなるショット（以下、サンプルショット）を計
測の種類ごとに最も有効な最低限数のサンプルショットとする方法である。特に、１つの
レシピの中で、計測の種類毎に異なるショットレイアウトとそれに基づく有効なサンプル
ショットを選択しておくことで、各種計測の回数を減じる手法がとられる。
【０００４】
　第２の手法は、１つの露光画角（ショット）を大きくとる方法である。１枚の基板あた
りのショット数を減らすことは、露光装置のスループットを大きく向上させる。例えば、
１つのショットで４つのチップ領域を露光することができれば、１つのショットで１つの
チップの領域しか露光しない場合に比べて、スループットが向上する。
【０００５】
　第３の手法は、２つのステージを用いる方法である。近年、１台の露光装置内に２つの
基板ステージを搭載する場合が多くなってきている。２つの基板ステージは、一般に、計
測処理と露光処理とを並行して実施するために用いられる。基板の露光処理時間が基板の
計測処理に対して充分に長い場合には、基板に対して必要な様々な計測をより多く行うこ
とができ高精度な位置合わせ等が可能になり、しかも、多くの計測を行うことによるスル
ープットの低下を招きにくくなる。
【０００６】
　露光装置に対して基板の露光の為に与えられる指示であるレシピについて考える。レシ
ピの構成要素の内でも、特に、精度とスループットの両立という観点では、ショットレイ
アウトの指定は重要な意味を持つ。一般に、スループットを重視したショットレイアウト
は、記述のとおり、ショット領域をなるべく大きくして基板あたりの露光回数が減らされ
る。しかしながら、基板の中央部分と周辺部分とでは、傾きが異なる場合が多く、全てを
同一画角のショット領域として処理するとその傾きに追従できず、結局は使えないチップ
を作ってしまう場合がある。その場合、プロセスエンジニアがショットレイアウトを編集
するなどして、以降のロット処理を続けることになりうる。事前に経験則からその事を知
っているプロセスエンジニアは、レシピを作成する段階で、事前に、問題となりそうなシ
ョットをチップサイズに分割して作るかもしれない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ショットレイアウトの編集を行ったとしても、基板の表面形状は１枚毎
に異なるので、最適ではない場合も存在しうるし、逆に、表面形状に問題がないのにショ
ット領域を分割した場合には、スループットの低下を招く場合もあった。
【０００８】
　本発明は、上記の課題認識を契機としてなされたものであり、例えば、歩留まりの向上
とスループットの向上の双方に適したショットレイアウトの決定技術を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の側面は、原版のパターンを基板に投影して該基板を露光する露光装置に
係り、該露光装置は、露光すべき基板の表面形状を示す表面形状データに基づいてショッ
トレイアウトを決定するレイアウト決定部と、前記レイアウト決定部によって決定された
ショットレイアウトに従って基板を露光する露光部とを備える。
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【００１０】
　本発明の第２の側面は、原版のパターンを基板に投影して該基板を露光する露光装置に
おいて露光の際に使用されるショットレイアウトを決定する情報処理装置に係り、前記情
報処理装置は、露光すべき基板の表面形状を示す表面形状データに基づいてショットレイ
アウトを決定するレイアウト決定部を備える。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、例えば、歩留まりの向上とスループットの向上の双方に適したショッ
トレイアウトの決定技術が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態を説明する。
【００１３】
　図２は、本発明の好適な実施形態の露光装置の構成を概略的に示す図である。本発明の
好適な実施形態の露光装置２００は、原版のパターンを投影光学系を介して基板に投影し
て該基板を露光する。露光装置２００は、例えば、制御部（情報処理装置）４０と露光部
３０とを備えうる。露光装置２００は、更に、原版搬送機構２１０と基板搬送機構２１１
とを備えうる。
【００１４】
　制御部４０は、例えば、役割分担された複数のコンピュータシステムを接続して構成さ
れうる。役割分担とは、例えば、組み込み機器の制御や、様々なサービスを提供するプロ
セスの実行、機器の制御やサービスの実行状況の表示といった処理の各々にコンピュータ
システムを割り当てることを言う。
【００１５】
　制御部４０は、露光部３０、より具体的にはそれを構成する複数のコンポーネント（構
成要素）の動作を制御しうる。制御部４０はまた、原版搬送機構２１０及び基板搬送機構
２１１を制御しうる。
【００１６】
　露光部３０を構成するコンポーネントとしては、例えば、以下のコンポーネント２０１
～２０８があげられる。プリアライメントユニット２０２は、原版をプリアライメントす
る。原版アライメントユニット２０４は、原版（レチクル）のアライメントマークを計測
して、原版ステージ（レチクルステージ）に対する原版の位置を計測する。原版ステージ
２０３は、アライメントユニット２０４による原版の位置計測結果に基づいて、原版の位
置ずれを補正し、原版を吸着し保持する。
【００１７】
　投影光学系２０５は、原版に形成されたパターンを基板（ウエハ）に投影し、これによ
り基板を露光する。アライメントスコープ２０６は、基板の位置合わせのためのアライメ
ントマークを検出する。基板ステージ（ウエハステージ）２０７は、計測の際には、基板
上のアライメントマークがアライメントスコープ２０６の視野内に入るように基板を位置
決めする。基板ステージ２０７はまた、露光の際には、アライメントマークの計測結果に
基づいて基板を位置決めする。
【００１８】
　露光部３０は、計測と露光とを並行して実施するために２つの基板ステージ２０７、２
０８を備えてもよい。このような構成は、ツインステージ構成と呼ばれうる。例えば、１
つの基板ステージ２０７を使って第１基板を露光している間に、他の基板ステージ２０８
を使って次に露光すべき第２基板の計測を行うことができる。第１基板の露光と第２基板
の計測が終了したら２つの基板ステージ２０７、２０８を入れ替えて、第２基板を露光し
、その間に、第１基板を次に露光すべき第３基板に変更して第３基板の計測がなされうる
。
【００１９】
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　露光装置２００は、基板の面位置の測定するための面位置センサ２０９を備えている。
面位置センサ２０９としては、例えば、斜入射方式のセンサが好適である。斜入射方式の
センサは、基板に光ビームを斜入射させ、基板で反射された光ビームが受光面に入射する
位置に基づいて基板の面位置を測定する。
【００２０】
　原版搬送機構２１０は、例えば、外部から提供された原版をプリアライメントユニット
２０２に搬送したり、使用すみ原版を原版ステージ２０３から外部装置に渡すために搬送
したりする。
【００２１】
　基板搬送機構２１１は、例えば、外部から提供された基板を基板ステージ２０７（又は
２０８）に搬送したり、露光が完了した基板を外部装置に渡すために搬送したりする。
【００２２】
　以上のようなコンポーネント２０２～２０９、原版搬送機構２１０、基板搬送機構２１
１は、有線又は無線の通信手段を介して情報処理装置２０１と接続されている。
【００２３】
　図３は、原版搬送機構２１０の動作を説明する図である。原版は、露光装置の外部（典
型的には、ストッカ）から搬送ロボットによって露光装置の所定のポートに提供されうる
。ステップ３０１において、その原版は、原版搬送機構２１０によってプリアライメント
ユニット２０２のプリアライメントステージに搬送される。
【００２４】
　次いで、ステップ３０２において、プリアライメントユニット２０２によって、原版の
模索マークが観察され、その模索マークが基準位置に一致するようにプリアライメントス
テージの位置が調整される。
【００２５】
　次いで、ステップ３０３において、プリアライメントステージ上の原版は、原版ステー
ジ２０３に搬送される。
【００２６】
　次いで、ステップ３０４において、原版アライメントユニット２０４によって、原版の
アライメントマークが観察されその結果に基づいて原版ステージが駆動されて原版と原版
ステージ２０３との位置関係がｘ軸方向、ｙ軸方向、θ（回転角度)方向に補正される。
【００２７】
　次いで、ステップ３０５において、原版が原版ステージに真空吸着によって固定される
。
【００２８】
　図１は、露光装置２００の動作を例示する図である。図１に示す処理は、制御部４０に
よって制御される。露光装置２００は、外部から搬送されてくる基板を受け取る。露光装
置２００に搬入される前に外部の検査装置等で基板の表面形状の計測がなされている場合
は、制御部４０は、その表面形状の計測結果（表面形状を示す表面形状データ）を受け取
ることができる。この情報の受け取りは、例えば、基板を露光装置に接続されたＣＤ（コ
ータデベロッパ）からインラインで受け取る場合には、ＣＤとのインライン信号に同期し
て検査装置から受け取ることができる。或いは、基板の受け取りに先立ち、又は、受け取
った後に、露光装置２００のオンラインＩＦ（不図示）を介して工場側ホスト又はＭＣ（
マシンコンポーネント）から受け取ることができる。ここで、ＣＤと露光装置の双方にオ
ンラインＩＦを介してＭＣが接続されているのが通例である。
【００２９】
　なお、ステップ１０１は、露光装置の外部で基板の表面形状が計測される場合にオプシ
ョンで実行されうる処理である。
【００３０】
　基板が露光装置２００に搬入されると、ステップＳ１０２において、露光装置２００の
メカプリアライメントユニット（不図示）によって基板の外形基準（例えば、オリエンテ
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ーションフラット、ノッチ）が検出される。そして、その検出結果に基づいて、基板の向
きがレシピで指定された向きに向くように基板の向き（θ回転角度）が調整される。その
後、基板は、基板搬送機構２１１によって基板ステージ２０７の微動ステージに送り込ま
れる（１０３）。
【００３１】
　次いで、ステップ１０４において、基板の位置が補正される。具体的には、基板ステー
ジ２０７（又は２０８）の微動ステージに置かれた基板のアライメントマークが観察され
て基板の位置（ｘ、ｙ、ｚ方向、及び、ωｚ方向の位置）のずれ量が検出される。そして
、その検出結果に基づいて、アライメントマークがアライメントスコープ２０６の視野内
に入るように基板ステージ２０７（２０８）の微動ステージが駆動される。
【００３２】
　次いで、ステップ１０５において、基板の傾きが補正される。この処理では、レシピで
指定された複数のサンプルショットについてその中心の高さ（フォーカス位置）が面位置
測定センサ（計測器）１０９で計測される。そして、その計測結果に基づいて基板の傾き
（チルト）が算出され、その傾きを補正するように基板ステージ２０８の微動ステージの
駆動部に指令が送られる。
【００３３】
　次に、基板の表面形状が計測される（１０６）。表面形状は、例えば、各ショットの代
表位置、例えば中心位置の高さ（投影光学系２０５の光軸方向の位置）を計測することに
よってなされうる。この計測には、面位置センサ（計測器）２０９が使用されうる。なお
、基板の表面形状が外部装置で測定される場合には、基板の表面形状データを当該外部装
置から得てもよい（１０１）。
【００３４】
　次いで、ステップ２１３において、制御部４０は、基板の表面形状データに基づいてシ
ョットレイアウトが決定される。この決定は、制御部４０のレイアウト決定部４１によっ
てなされうる。ショットレイアウトの選択の詳細については後述する。
【００３５】
　次いで、ステップ１０８において、制御部４０は、複数のサンプルショットを対象とし
て基板表面（レジスト表面）のパターン段差を求め、ショット間で共通の平均的な段差情
報を算出する。このパターン段差についても、面位置センサ２０９を利用してなされうる
。
【００３６】
　次いで、ステップ１０９において、複数のサンプルショットを対象として、ショットの
ｘ方向とｙ方向に各々１箇所又は数箇所に配置されたアライメントマークがアライメント
スコープ２０６を用いて計測される。そして、その結果に基づいて基板のシフト量、回転
誤差、倍率誤差、直交度、ショット倍率誤差、ショット回転誤差が決定される。
【００３７】
　次いで、ステップ１２０において、ステップ１０９で得られた情報（計測結果）に基づ
いて基板が位置決めされて該基板が露光される。基板の複数のショット領域の露光は、ス
テップ２１３で決定されたショットレイアウトに従ってなされる。
【００３８】
　全てのショット領域の露光を終了すると、基板搬送機構２１１によって基板ステージ２
０８から露光装置２００の外部に基板が搬送される。
【００３９】
　図４は、２つの基板ステージ２０７、２０８を備えるツインステージ構成において露光
と計測を並行して実行することを模式的に示す図である。ツインステージ構成の露光装置
においては、一方の基板ステージを使って露光（１２０）がなされている間に、他方の基
板ステージに外部装置から基板が搬送され、該他方の基板ステージを使って計測がなされ
る（１０４～１０９）。その後、露光及び計測の双方が終了するまで待って（４０１、４
０２）、２つの基板ステージが入れ替えられる（４０３）。
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【００４０】
　図７は、基板の表面形状の計測について説明する図である。ここでは、説明を簡単にす
るために、ｘ座標とｙ座標とｚ値の精度は簡略化してある。単位も明確にはしていない。
実際には、精度と単位はナノメートルレベルである。Ｚ値は、基板の露光基準面（投影光
学系２０５の像面）に対してショット領域がどの程度の高さの差を有するかを示しており
、例えば、＋は露光基準面に対して上方へのずれ、―は露光基準面に対して下方へのずれ
を示す。
【００４１】
　基板の表面形状の計測（ステップ１０６）が図７（ａ）における黒点７０２、７０３、
７０４やその他の黒点に対して行われたと仮定する。計測がなされた各点について、基板
上でのｘｙ座標とその点における露光基準面に対する高さ方向の差とをデータとして得る
ことができる。なお、基板の表面形状の計測において基板のどの部分（測定点）をいくつ
測定するかについては、例えば、レシピで指定したり、基板に予め設置された測定用マー
クを検出することにより決定したりすることができる。露光装置の外部装置で計測がなさ
れる場合には、ステップ１０１において、その計測結果を示す情報が外部装置から露光装
置に提供されうる。
【００４２】
　図４（ｂ）は、基板の表面形状の計測結果を模式的かつ例示的に示す図である。例えば
、黒点７０２は、基板上の（ｘ，ｙ）＝（３，８）の位置にあり、この測定点における基
板面の高さと露光基準面との高さの違いは０．１である。なお、レシピ上のショットレイ
アウトのデータと比較すれば、例えば、測定点７０２は、第１ショット７０６に属してい
ることが特定される。なお、ここでは、左上から順に右下に向かって第１～第ｎショット
と記述している。同様に、黒点７０３は、基板上の（ｘ，ｙ）＝（４，８）の位置にあり
、この計測点における基板面の高さと露光基準面との高さの違いは０．２である。この計
測点７０３は、レシピのレイアウト情報から第２ショットに属している事が特定される。
なお、図７（ｂ）には、表面形状データが２４計測点分しか示されていないが、実際には
、図７（ａ）の黒点の計測を行った場合には、６８個の計測点の表面形状データが得られ
る。図７（ｂ）に例示的に示す表面形状データは、ステップ１０１又は１０６において得
られる。
【００４３】
　図５は、レイアウト決定部４１（ステップ２１３）におけるショットレイアウトの決定
処理の第１の具体例を示す図である。
【００４４】
　まず、ステップ５０１において、全てのショット領域の中から１つのショット領域が選
択される。次いで、ステップ５０２において、選択されたショット領域内の段差（ショッ
ト内段差）が求められる。これはショット領域内に属する位置についての表面形状データ
に基づいて求めることができる。このショット内段差は、図１のステップ１０１又は１０
６で得られた図７に例示するような表面形状データに基づいて求められうる。
【００４５】
　例えば、図７に例示された計測結果（表面形状データ）によれば、ショット１（ショッ
トＮｏ＝１のショット）のショット内段差は‐０．２～０．１の範囲であることが解る。
同様に、ショット２のショット内段差は０．１～０．２の範囲、ショット３のショット内
段差は－０．３～０．２の範囲、ショット４のショット内段差は－０．４～０．３の範囲
である。
【００４６】
　次いで、ステップ５０３において、前述のステップ５０２で求められたショット内段差
が許容範囲内であるかが判断される。ショット内段差の許容範囲は、予めレシピや装置定
数として与えておくことが考えられる。例えば許容範囲が０であれば、ショット１、ショ
ット２、ショット３、ショット４は全てショット内段差が許容範囲外ということになる。
例えば許容範囲が０．３以内とすればショット１とショット２はショット内段差が許容範
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囲内、ショット３とショット４はショット内段差が許容範囲外ということになる。なお、
ここで述べたショット内段差を示す値の精度や単位は、説明の為に簡略化してあり、実際
にはより精度の高い数値と単位が用いられうる。
【００４７】
　ショット内段差が許容範囲外であった場合には、ステップ５０６において、そのショッ
ト領域に含まれるチップの数が不良可能性チップ数としてカウントされる。例えば、１つ
のショット領域が４つのチップ領域を含む場合には、不良可能性チップ数としては、既カ
ウント値に対して４チップ分が加算される。次いで、ステップ５０７において、不良可能
性チップ数が許容範囲であるかが判断される。不良可能性チップ数の許容範囲については
、予めレシピや装置定数として指定しておくと好ましい。不良可能性チップ数がこの指定
を超えて多い場合には、ステップ５０８において、ショットレイアウトが変更される。
【００４８】
　ステップ５０８におけるショットレイアウトの変更は、例えば、次のような方法に従っ
て行なわれうる。第１の方法では、後述のように、レシピの中で、複数のショットレイア
ウト（例えば、スループット最重要視タイプ、スループットと精度との両立タイプと、精
度重要視タイプ）をレシピにおいて定義しておく。そして、ショットレイアウトの変更の
際に、例えば、スループット重要視タイプから、スループットと精度との両立タイプ、精
度重要視タイプへとレイアウトを切り換えて行く方法が考えられる。各タイプのショット
レイアウトの例については別途詳述する。
【００４９】
　第２の方法では、ショットレイアウトの変更の際に新たなショットレイアウトを自動で
生成する。
【００５０】
　ステップ５０８が終了すると、その変更後のショットレイアウトにおいて、全てのショ
ット領域についてショット内段差を改めて判断する必要があるので、ステップ５０１に戻
る。
【００５１】
　ステップＳ５０３でＹＥＳと判断した場合、および、ステップ５０７でＹＥＳと判断し
た場合には、ショット内段差の判定がすべてのショット領域についてなされたか否かを判
断して、判定がなされていないショット領域が存在する場合にはステップ５０１に戻る。
その場合には、ステップ５０１において、判定が未だなされていないショット領域が選択
されて、ステップ５０２及びそれに続く処理が実行される。
【００５２】
　ステップ５０４において、ショット内段差の判定がすべてのショット領域についてなさ
れたと判断した場合には、ステップ５０５において、その時点で決定されているショット
レイアウトを最終的なショットレイアウトとして決定する。
【００５３】
　図８は、レイアウト決定部４１（ステップ２１３）におけるショットレイアウトの決定
処理において選択されうるショットレイアウトの候補を例示する図である。基板の全面に
渡って１つのショットで複数のチップ領域を同時に露光することができるショットレイア
ウトに従って露光ができた方がショット数や計測回数を減らすことができる。したがって
、そのようなショットレイアウトを採用することにより、露光装置が単位時間辺りに露光
することができる基板の数（スループット）を増やすことができる。
【００５４】
　図８（ｄ）は、１ショットで４チップを露光することができるショットレイアウトを例
示している。ここでは、図８（ｄ）に例示するショットレイアウトをスループット重要視
タイプのショットレイアウトと考える。一方で、例えば基板の周辺部分は、基板の表面形
状が凸凹である場合も多く、図８（ａ）のショットレイアウトを採用する場合が多い。図
８（ａ）に例示されたショットレイアウトでは、基板の周辺部分のハッチング部分に基板
の凸凹があることが想定されている。凸凹の多い部分ではショットをなるべく小さくし、
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１ショットで１チップを露光した方が不良チップを出しにくい。但し、スループットは、
図８（ｄ）に示すショットレイアウトより劣る。図８（ａ）に示すショットレイアウトを
スループットと精度とを両立したタイプのショットレイアウトと考える。
【００５５】
　更に極端に安全（不良チップを出したくない）場合には、図８（ｅ）に例示するように
、ショット領域をなるべく小さくして不良チップを出しにくくするレイアウトも考えられ
る。但し、この場合はスループットは、図８（ｄ）や図８（ａ）に対して大きく劣ること
になる。図８（ｅ）に示すショットレイアウトは、精度重要視タイプのショットレイアウ
トと考えることができる。
【００５６】
　従来は、オペレータは、レシピの中でレイアウトとして図８（ｄ）、図８（ａ）、図８
（ｅ）に例示されるようなショットレイアウトの候補の中からいずれか１つののショット
レイアウトを予め選択する必要があった。
【００５７】
　しかしながら、本発明の好適な実施形態によれば、基板の表面形状（より具体的な例で
は、ショット内段差）に基づいてショットレイアウトが個々の基板に対して決定される。
【００５８】
　次に、ショットレイアウトの変更の際に新たなショットレイアウトを自動で生成する場
合に生成されうるショットレイアウトを例示的に説明する。一般に、オペレータは、経験
により図８（ｄ）、図８（ａ）、図８（ｅ）に例示されるようなショットレイアウトを指
定する。しかしながら、例えば基板の周辺部分に凸凹がある場合であっても、基板の周辺
部部の全周にわたって凸凹があるとは限らない。そこで、図８（ｃ）に例示するようなシ
ョットレイアウトが有効な場合もある。また、基板の中央付近等にランダムに凹凸が現れ
た場合には、図８（ｂ）のようなショットレイアウトが最適である場合もあるかもしれな
い。
【００５９】
　しかしながら、図８（ｃ）や図８（ｂ）に例示されるようなショットレイアウトは、オ
ペレータが予め指定できるものではなく、個々基板の表面形状の計測を通して個別に生成
されるべきものである。
【００６０】
　図６は、レイアウト決定部４１（ステップ２１３）におけるショットレイアウトの決定
処理の第２の具体例を示す図である。この処理では、ショットレイアウトの変更の際に個
別の基板の表面形状に基づいて新たなショットレイアウトが自動で生成される。図６に示
す処理は、図５に示す処理のステップ５０８をステップ６０５で置き換えたものである。
【００６１】
　ステップ６０５では、ステップ５０７で不良可能性チップ数が許容範囲を超えたと判断
した場合に、ステップ５０３でショット内段差が許容範囲を超えると判断されたショット
領域をチップレベルに分割する。或いは、当該ショット領域は、２以上のチップ領域を含
むより小さいショット領域に分割されてもよい。
【００６２】
　例えば、初めに与えられていたショットレイアウトが図８（ｄ）であった場合で、ショ
ット内段差が許容範囲内ではないショット領域がステップ５０３において、ショット１、
ショット２、ショット３、ショット４とショット１２であると判断された場合を考える。
この場合、該当ショット領域をチップレベルに分割すると、図８（ｂ）に例示するような
ショットレイアウトになる。
【００６３】
　他の例として、初めに図８の（ｄ）の様なショットレイアウトが与えられていて、ショ
ット内段差が許容範囲内ではないショット領域がステップ５０３においてショット１～４
、５、９、１０、１４であると判断された場合を考える。この場合、該当ショット領域を
チップレベルに分割すると図８（ｃ）に例示するようなショットレイアウトになる。以上
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プ領域を含むより小さいショット領域）に分割する。
【００６４】
　［応用例］
　次に上記の露光装置を利用したデバイス製造方法を説明する。図９は、半導体デバイス
の全体的な製造プロセスのフローを示す図である。ステップ１（回路設計）では半導体デ
バイスの回路設計を行う。ステップ２（レチクル作製）では設計した回路パターンに基づ
いてレチクル（原版またはマスクともいう）を作製する。一方、ステップ３（ウエハ製造
）ではシリコン等の材料を用いてウエハ（基板ともいう）を製造する。ステップ４（ウエ
ハプロセス）は前工程と呼ばれ、上記のレチクルとウエハを用いて、リソグラフィー技術
によってウエハ上に実際の回路を形成する。次のステップ５（組み立て）は後工程と呼ば
れ、ステップ４によって作製されたウエハを用いて半導体チップ化する工程であり、アッ
センブリ工程（ダイシング、ボンディング）、パッケージング工程（チップ封入）等の組
み立て工程を含む。ステップ６（検査）ではステップ５で作製された半導体デバイスの動
作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行う。こうした工程を経て半導体デバイスが完成
し、これを出荷（ステップ７）する。
【００６５】
　図１０は、上記ウエハプロセスの詳細なフローを示す図である。ステップ１１（酸化）
ではウエハの表面を酸化させる。ステップ１２（ＣＶＤ）ではウエハ表面に絶縁膜を成膜
する。ステップ１３（電極形成）ではウエハ上に電極を蒸着によって形成する。ステップ
１４（イオン打込み）ではウエハにイオンを打ち込む。ステップ１５（ＣＭＰ）ではＣＭ
Ｐ工程によって絶縁膜を平坦化する。ステップ１６（レジスト処理）ではウエハに感光剤
を塗布する。ステップ１７（露光）では上記の露光装置を用いて、回路パターンが形成さ
れたマスクを介し感光剤が塗布されたウエハを露光してレジストに潜像パターンを形成す
る。ステップ１８（現像）ではウエハ上のレジストに形成された潜像パターンを現像して
レジストパターンを形成する。ステップ１９（エッチング）ではレジストパターンが開口
した部分を通してレジストパターンの下にある層又は基板をエッチングする。ステップ２
０（レジスト剥離）ではエッチングが済んで不要となったレジストを取り除く。これらの
ステップを繰り返し行うことによって、ウエハ上に多重に回路パターンを形成する。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の好適な実施形態の露光装置の動作を例示する図である。
【図２】本発明の好適な実施形態の露光装置の構成を概略的に示す図である。
【図３】原版搬送機構の動作を説明する図である。
【図４】ツインステージ構成において露光と計測を並行して実行することを模式的に示す
図である。
【図５】レイアウト決定部におけるショットレイアウトの決定処理の第１の具体例を示す
図である。
【図６】レイアウト決定部におけるショットレイアウトの決定処理の第２の具体例を示す
図である。
【図７】基板の表面形状の計測について説明する図である。
【図８】レイアウト決定部におけるショットレイアウトの決定処理において選択されうる
ショットレイアウトの候補を例示する図である。
【図９】半導体デバイスの全体的な製造プロセスのフローを示す図である。
【図１０】ウエハプロセスの詳細なフローを示す図である。
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